
４ 補装具・日常生活用具等 

 

(１ ) 補装具費の支給  
 

 

身体上の障害を補うための用具の購入費、修理費又は借受け費を支給しま

す。ただし、補装具に対する障害名が身体障害者手帳に記載されている、又は

難病患者であることが条件になります。各補装具には耐用年数が決められてお

り、所得によっては支給できないことがあります。  

 

 

  

①  身体障害者手帳をお持ちの方  

②  難病患者（障害者総合支援法施行令に規定する 369 疾

病の患者）で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定

していると医師に判断された方  
  

支給・修理を  
受けられる方  種          類  

視覚障害者

(児 ) 

・視覚障害者用安全つえ・義眼  

・眼鏡（色めがねを除く）  

聴覚障害者

(児 ) 

・補聴器（身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児
には、特別補聴器を支給します。）  

肢体不自由

者 (児 ) 

・義手・義足・装具・座位保持装置・車いす  

・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ  

・重度障害者用意思伝達装置  

※座位保持いす  ※起立保持具  ※頭部保持具  

※排便補助具（※印は、18 歳未満に限ります）  

※  下線のものは原則として介護保険制度が優先されます。  

自己負担は原則として基準額の１割負担となりますが、本人又は配

偶者の市民税額の有無、本人（児童の場合、その保護者）の年収等に

より、自己負担額の月額上限額を設けています。  

また、基準額を超える費用については市民税額の有無にかかわらず

自己負担となります。  

市民税額の有無  自己負担上限額  

生活保護受給者  自己負担なし  

本人及び配偶者（障害児の場合は保護者の属する世帯）

が市民税非課税  
自己負担なし  

本人又は配偶者（障害児の場合は保護者の属する世帯）

が課税でいずれの市民税所得割額も 46 万円未満  

３７，２００円  

 

対象者  



手続きの流れ  

手続きに必要なもの  

                                                           
          
        
 

 
   
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
※ 特別な事情で障害者自立相談支援センターの判定を受けられない場合は医師

の意見書で判定にかえることや補装具によっては判定を省略できる場合があ

ります。 
 
 

 
 

・身体障害者手帳又は特定医療費(指定難病)受給者証などの疾患名が確

認できるもの  

・補装具の種目、購入、修理又は借受けに要する費用の見積書 

・補装具費支給に関する医学的意見書  

・個人番号（マイナンバー）カード（※詳しくは 89 ページをご覧ください） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

障害福祉課  

申請手続きを
する

①大阪府障害者自立相談支
援センターの判定を受ける

②18歳未満は指定の育成医
療機関の意見書が必要。指
定医師の診断を受ける

判定書（意
見書）に基
づき支給券
を発行

支給券を業
者に渡し用
具を受け取
る

窓口  



(２ ) 子ども用補聴器の電池交換費用の助成  
 

 

18 歳未満の聴覚障害のある子どもが使用する補聴器に係る電池交換費用

の一部を助成します。 

     

市内在住の 18 歳未満の難聴児の保護者で、次の各号  

のいずれかを満たす方  

①補装具費の支給（25 ページ参照）をうけた難聴児の保

護者  

②  大阪府難聴児補聴器交付事業により補聴器を購入した

難聴児の保護者  

③寝屋川市難聴児補聴器等交付事業により補聴器を購入

した難聴児の保護者  

④子ども用補聴器電池交換費用助成金医師意見書により

認定された難聴児の保護者  

 ただし、市民税所得割額が 46 万円以上は除きます。  

 助成には事前申請が必要となります。  

 

１台（片方の耳）につき年間 5,000 円以内（消費税を含

む）。  

  

障害福祉課  

 

(３ ) 子ども用補聴器の購入等費用の助成  
 

 

18 歳未満の聴覚障害のある子どもが使用する補聴器の購入又は修理に係

る費用の一部を助成します。  

 

     

①寝屋川市難聴児補聴器等交付事業医師意見書により  

認定された難聴児の保護者  

②  補装具費の支給（25 ページ参照）の対象とならない  

難聴児の保護者  

ただし、市民税所得割額が 46 万円以上は除きます。  

交付には事前申請が必要となります。  

   

 

交付額は原則限度額の 2/3 です。また、限度額を  

超える費用については自己負担となります。  

 

障害福祉課  

対象者  

交付額  

窓口  

対象者  

交付額  

窓口  



(4) 日常生活用具の給付  
 

 

  

①身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健

福祉手帳をお持ちで、次のページの「対象者」に

該当する方  
 

②  難病患者（障害者総合支援法施行令に規定する 369

疾病の患者）で、在宅で療養が可能な程度に症状が安

定していると医師に判断された方  

 

利用者負担は原則限度額の１割です。  

また、限度額を超える費用については自己負担とな

ります。  

 

 

障害福祉課  

 

 

 

 

 

 

①の方  

②の方  

 

・医師の意見書及び特定医療費 (指定難病)受給者証などの疾患名が確認でき

るもの 

・種目の見積書  

・種目のカタログ（又は写し）  

 

 

 

 

 

 

・身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳  

・種目の見積書  

・種目のカタログ（又は写し）  

 

申請手続きをする

（難病患者は医師の

意見書が必要。）

給付券を発行
給付券を業者に
渡し用具を受取
る

対象者  

窓  口  

利用料負担  

手続きに必要なもの  

手続きの流れ  



介護・訓練支援用具 （※下線のものは原則として介護保険制度が優先されます）  

自立生活支援用具 （※下線のものは原則として介護保険制度が優先されます）  

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

入浴補助用具  
（３歳以上）  

入浴時の移動、座位
の保持、浴槽への入
浴等を補助でき、障
害 者 又 は 介 助 者 が
容 易 に 使 用 で き る
もの  

８年 

下 肢 又 は 体 幹 機
能障害者（児）で
あ っ て 入 浴 に 介
助 を 必 要 と す る
方  

90,000 円 

設 置 に あ た
り 、 住 宅 改
造・改修を伴
う も の を 除
く  

便器  
（学齢児以上）  

障 害 者 が 容 易 に 使
用できるもので、手
す り を つ け る こ と
ができるもの  

８年 
１、２級の下肢又
は 体幹機 能障 害
者（児）  

9,850 円  

特殊便器  
（学齢児以上）  

温水・温風が出るも
ので、本人・介助者
が 容 易 に 使 用 で き
るもの  

８年 

・１、２級の上肢
障害者（児）  

・重度、最重度の
知的障害者（児） 

50,000 円 

設 置 に あ た
り 、 住 宅 改
造・改修を伴
う も の を 除
く  

 

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

特殊尿器  
（学齢児以

上）  

排尿を感知し、尿を自動
的に吸入する機能を有
するもので、障害者又は
介護者が容易に使用で
きるもの 

５年 
１級 の下 肢 又 は
体幹 機能 障害 者
(児 )  

67,000 円  
常時介護が必
要な者  

特殊寝台  
(訓練用ベッ

ド) 
（学齢児以上） 

腕・脚等の訓練のできる
器具を付帯し､原則とし
て使用者の頭部、脚部の
傾斜角度を個別に調整
できる機能があるもの  

10 年 
１、２級の下肢又
は１・２級の体幹
機能障害者(児) 

200,000
円  

常時介護が 
必要な者 
サイドレール及
びサイドテーブ
ル等含む 

特殊マット  
(3 歳以上 )  

褥瘡の防止又は失禁等
による汚染又は損耗を
防止できる機能を持つ
もの  

５年 

1、2 級の下肢又は
１、２級の体幹機
能障害者(児） 
・重度・最重度の
知的障害者(児) 

70,000 円  
常時介護が  
必要な者  

体位変換器  
(学齢児以上 ) 

介護者が障害者の体位
を変換させるのに容易
に使用できるもの  

５年 
１、2 級の下肢又
は 体 幹機 能障 害
者 (児 )  

15,000 円 

下着交換等に当
たって家族等他
者の介助が必要
な者 

訓練いす  
(3 歳以上 )  

原則として付属のテー
ブルをつける  

― 
１、2 級の下肢又は
体幹機能障害児 

33,100 円  

移動用リフト           
(3 歳以上 )  

介護者が障害者（児）を
移動させるにあたって容
易に使用できるもの。(た
だし、天井走行型その他
住宅改造を伴うものを除
く) 

６年 
１、2 級の下肢又
は１・２級の体幹
機能障害者 (児 )  

159,000 円  

移動用リフト
スリング  

(3 歳以上 )  

障害者 (児 )をリフトに
より移動や入浴させる
もの  

３年 
１、2 級の下肢又
は１、２級の体幹
機能障害者(児) 

35,000 円 

移動や入浴にあ
たって家族等、他
者の介助が必要
な者 



自立生活支援用具 （※下線のものは原則として介護保険制度が優先されます）  

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

歩行補助つえ  
（一本つえ

のみ）  

木材又は軽金属製で、
十分な強度が有り、障
害者（児）が容易に使
用できるもの  

3 年 

下 肢 又 は 体 幹 も
し く は 平 衡 機 能
に 障 害 が あ る 身
体障害者（児）  

木製 
2,200 円 

・外装にラッ
カ ー (白 又 は
黄 色 )使 用 …
260 円増し  
・夜光材付…
410 円 

(全面夜光材は
1,200円)増し 

 
軽金属製 
3,000 円 

頭部保護帽  

転倒の衝撃から頭部を
保護できるもの。   
 
A 主材料がスポンジ、

革  
B 主材料がスポンジ、

革、プラスチック  

3 年 

・下肢、体幹、平衡
機能障害 1、2 級又
はそれに準ずる身
体障害者(児) 
・重度、最重度の知
的障害者(児)もしく
は精神障害者 (児 )
で、てんかん発作等
により頻繁に転倒
する方  

A 
15,200 円 

 
B 

36,750 円 
 

知的障害者
(児)用は        

12,160 円 

・身体障害者
（児）は医師
の意見書が必
要  
 
・レディメイ
ド に よ る 品
は、限度額の
80％以内の額
とする 

移動・移乗  
支援用具  

（３歳以上 )  

・おおむね次のような機能

を有する手すり、スロー

プであって、設置にあた

り住宅改造を伴うもの

を除く 

・身体障害者(児)の身体

機能の状態を十分踏ま

えたもので必要な強度

と安定性を有するもの 

10
年 

平衡機能又は下肢

もしくは体幹機能

に障害があり、家

庭内の移動におい

て介助を必要とす

る障害者（児）  

60,000 円 
設 置 に 伴 う
工 事 費 は 除
く  

・転倒予防、立ち上がり
動作等の補助  

・ベッド上での体位変換  
・ベッドから車いすやポ
ータブルトイレ等へ
の移乗の用具  

5 年 25,000 円 

・ベルト｡（転倒
予防、立ち上がり
動作等の補助） 
・スライドシー
ト｡（ベッド上で
の体位変換を容
易に行うことが
できるもの） 
・ボード｡（ベッ
ドから車いすや
ポータブルトイ
レ等への移乗） 

聴覚障害者用  
屋内信号装置  

音・音声等を視覚・触
覚 等 に よ り 知 覚 で き
るもの ｡（サウンドマ
スター、聴覚障害者用
目ざまし時計、屋内信
号灯を含む）  

10 年 2 級の聴覚障害者 87,400 円 

聴覚障害者の
みの世帯及び
これに準ずる
世帯で、日常生
活上必要と認
められる世帯 



自立生活支援用具  

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

歩行時間延
長信号機用
小型送信機  
（学齢児以

上）  

視覚障害者 (児 )が容易
に使用できるもの  

10 年 
1、2 級の視覚障
害者（児）  

7,000 円  

電磁調理器  
(18 歳以上 )  

障 害 者 が 容 易 に 使 用
できるもの  

6 年 

・  1、2 級の視覚
障害者  

・  重度、最重度
の知的障害者  

41,000 円 

対 象 障 害 者
の み の 世 帯
及 び こ れ に
準ずる世帯  

自動消火器  

室内温度の異常上昇
又は炎の接触で自動
的に消火液を噴射し、
初期火災を消火でき
るもの  

8 年 

・  1、 2 級の身
体障害者 (児 )  

 
・重度、最重度

の知的障害者
(児 )  

28,700 円 火災発生の感
知及び避難が
著しく困難な
対象障害者の
みの世帯及び
これに準ずる
世帯 

ガスコンロ用 
地震感知 
安全装置 

地震を感知すると瞬
時にｶﾞｽを遮断し、火
を消すもの  

18,900 円 

火災警報器  
(一世帯に  
2 台まで )  

室内の火災を煙又は
熱により感知し、音又
は光を発し屋外にも
警報ブザーで知らせ
られるもの  

8 年 

・  1、 2 級の身
体障害者 (児 )  

 
・重度の知的障

害者 (児 )  
 
・1 級の精神障

害者  

15,500 円 

火災発生の感
知及び避難が
著しく困難な
対象障害者の
みの世帯又は
65 歳以上の
高齢者もしく
は 18 歳未満
の児童との世
帯。昼間(概ね
8時間以上)障
害者のみにな
る世帯 

 

  



在宅療養等支援用具       

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

透析液加温器  
（原則 3 歳  

以上）  

透析液を加温し一定温
度に保つ機能を有し、
持ち運び可能なもの  

5 年 
1 級又は 3 級の

腎臓機能障害者  
51,500 円 

自己連続携行
式腹膜灌流法
(CAPD) に よ
る透析療法を
行う者 

ネブライザ
ー  

(吸入器 )  

障害者が容易に使用で
きるもの  

5 年 

呼吸器機能障害 3
級以上又は同程
度の身体障害者
であって、必要と
認められる者 (児 ) 
原則として学齢
児以上の方  
※上記の等級以
外は診断書が必
要  

36,000 円 

電気式たん吸
引器ネブライ
ザー両用器の
給付を受けて
いる場合は耐
用年数内の給
付不可   

電気式たん  
吸引器  

障害者が容易に使用で
きるもの  

5 年 

呼吸器機能障害
3 級以上又は同
程度の身体障害
者であって、必
要と認められる
者 (児 ) 
原則として学齢
児以上の方  
※上記の等級以
外は診断書が必
要  

56,400 円 

電気式たん吸
引器ネブライ
ザー両用器の
給付を受けて
いる場合は耐
用年数内の給
付不可   

電気式たん  
吸引器ネブ
ライザー両

用器  

障害者が容易に使用で
きるもの  

5 年  75,000 円 

電気式たん吸
引器又はネブ
ライザーの給
付を受けてい
る場合は耐用
年数内の給付
不可  

酸素ボンベ  
運搬車  

障害者が容易に使用で
きるもの  

10 年 
医 療 保 険 に お
け る 在 宅 酸 素
療法を行う方  

17,000 円   

視覚障害者用  
体温計（音声

式） 
(学齢児以上 )  

視覚障害者が容易に使
用できるもの  

5 年  
1、2 級の視覚
障害者（児）  

9,000 円  

視覚障害者の
みの世帯及び
これに準ずる
世帯  

視覚障害者用  
体重計  

(音声式 ) 
(学齢児以上 )  

視覚障害者が容易に使
用できるもの  

5 年  
1、2 級の視覚
障害者（児）  

18,000 円 

視覚障害者の
みの世帯及び
これに準ずる
世帯  

視覚障害者用  
血圧計  

(音声式） 
(学齢児以上 )  

視覚障害者が容易に使
用できるもの  

5 年  
1、2 級の視覚
障害者（児）  

15,000 円 

視覚障害者の
みの世帯及び
これに準ずる
世帯  

パルスオキ
シメーター  

呼吸状態を継続的にモ
二タリングすることが
可能な機能を有し、介
護者等が容易に使用し
得るもの  

5 年  

難病患者等の
方で、人工呼吸
器の装置が必

要な方  

157,500 円   

 



 

情報・意思疎通支援用具  

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

携帯用会話  
補助装置  

（学齢児以上） 

携帯式で、ことばを音
声又は文章に変換す
る機能があり障害者
が容易に使用できる
もの  

5 年  

肢体不自由又は
音声機能、言語機
能障害者であっ
て、発声・発語に
著しい障害があ
る方  

98,800 円   

情報・通信  
支援用具  

障 害 者 向 け の パ ー ソ
ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ー
周辺機器や、アプリケ
ーションソフト  

 

2 級以上の視覚   
又 は ２ 級 以 上
の 上 肢 障 害 者
（児）  

複数品目を
併せて 

100,000 円 

 
(単品でも可 )  

再申請は、5 年経
過後認める 
・上肢障害者（児）
…インテリキー、
ジョイスティッ
ク等 
・視覚障害者（児）
…画面拡大ソフ
ト、画面音声化ソ
フト等 

点字  
ディスプレイ  

文 字 等 の コ ン ピ ュ ー
タ ー の 画 面 情 報 を 点
字 に よ り 示 す こ と が
できるもの  

6 年  

・視覚障害 2 級
以 上 か つ 聴 覚
障害 2 級以上  
・視覚障害 2 級
以 上 で 必 要 と
認められる方  

349,000 円   

点字器  
（学齢児以上） 

標
準
型  

A  32 マス 18 行 
両面書真鍮板製  

7 年  視覚 1、2 級又
は準ずる方  
 
※ 手 帳 の な い

方 は 医 師 の
意 見 書 が 必
要   

A 
10,400 円 

・付属品とし
て点筆を給付  
・価格は点筆
を含む  

B  32 マス 18 行 
両面書ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製  

B 
6,600 円 

携
帯
用  

A  32 マス 12 行 
片面書ｱﾙﾐﾆｭｰﾑ製 

5 年  

A 
7,200 円 

B  32 マス 12 行 
片面書ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製  

B 
1,650 円 

点字 
タイプライター 

点字の 6 点に対応した
レバーを叩き、点字のみ
で印字する機能を有し、
視覚障害者が容易に使
用し得るもの  

5 年  
1、2 級の  
視 覚 障 害 者
（児）  

63,100 円  

本人が就労もし
くは就学してい
るか、又は就労が
見込まれる者 

視覚障害者用
ポータブル  
レコーダー  

音 声 等 に よ り 操 作 ボ
タ ン が 知 覚 又 は 認 識
でき、かつ、DAＩSY
方 式 に よ る 録 音 並 び
に 当 該 方 式 に よ り 記
録 さ れ た 図 書 の 再 生
が 可 能 な も の で あ っ
て、視覚障害者が容易
に使用できるもの  

６年  
1、2 級の  
視 覚 障 害 者
（児）  

録音再生機  

85,000 円  

DAＩ SY 方式…

デジタル音声シ

ステムのひとつ

で、この方式で

録音した点字図

書等の読みたい

ページを瞬時に

開いたりするこ

とができる  

再生専用機  

35,000 円  

 



情報・意思疎通支援用具  

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

視覚障害者用  
活字文書  

読上げ装置  
（学齢児以上） 

文字情報と同一画面上
に記載された当該文字
情報を暗号化した情報
を読み取り、音声信号
に変換して出力する機
能を有するもので、視
覚障害者が容易に使用
しうるもの  

6 年  
1、2 級の  
視覚障害者（児） 

99,800 円  

視覚障害者
用活字文書
読上げ装置
又は、音声
IC レコーダ
ーのどちら
かを給付  音声ＩＣタグ  

レコーダー  
（学齢児以上） 

事前に知りたい物にタ
グを付け登録しておく
と、その内容を音声で
知らせるもの  

視覚障害者用  
読書器  

（原則学齢児
以上）  

画像入力装置を読みた
いもの（印刷物など）
の上に置くことで、簡
単に、拡大された画像
（文字等）をモニター
に映し出せるもの  

8 年  

視覚障 害者 であ
って、本装置によ
り文字 等を 読む
ことが 可能 にな
る者（児）  

198,000 円  

 

視覚障害者用  
時計  

（学齢児以上） 

視覚障害者が容易に
使 用 し う る も の ｡                    
腕時計又は懐中時計
であって、文字盤に
点字等があり、文字
盤及び針に直接触れ
ることができる構造
を有するもの  

10 年 
1、2 級の  
視覚障害者（児） 

触読式  
10,300 円 

 

音声式  
13,300 円 

視覚障害者用  
地デジ対応  

ラジオ  
（学齢児以上）  

テレビ音声及び

AM/FM 放送を受信す

る機能を有し、かつ災

害時の緊急放送を受

信するもので、視覚障

害者（児）が容易に使

用できるもの  

６年  
1、2 級の  
視覚障害者（児） 

29,000 円 

 

視覚障害者

のみの世帯

及びこれに

準ずる世帯  

聴覚障害者用  
通信装置  

（ファックス）  
（原則学齢児以

上）  

一般の電話に接続す

る事ができ、音声の代

わりに、文字等により

通信が可能な機器で

あり、障害者が容易に

使用できるもの  

7 年  

聴覚障害者(児)又
は発声・発語に著
しい障害を有し、
コミュニケーショ
ン、緊急連絡等の
手段として必要と
認められる方 

30,000 円  



情報・意思疎通支援用具  

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

聴覚障害者用  
情報受信装置  

災害時の聴覚障害者向

け緊急信号を受信する

もの。①字幕及び手話通

訳付きの聴覚障害者用

番組②テレビ番組に字

幕及び手話通訳の映像

を合成したものを画面

に出力する機能を有し、

聴覚障害者が容易に使

用できるもの  

6 年  
聴覚障害者 (児 )の
う ち 必 要 と 認 め
られる方  

88,900 円 
※  

聴覚障害者の
世帯及びこれ
に準ずる世帯
で、日常生活
上必要と認め
られる世帯に
1 つのみとす
る  
 
※取付工事費
等、機器の設
置に当たって
派生的に発生
する周辺経費
は、原則、自
己負担  

人工喉頭  

笛
式  

呼気によりゴム等
の膜を振動させ、
ビニール等の管を
通じて音声を口腔
内に導き構音化す
るもの  

4 年  

音 声 言 語 障 害 者
で、喉頭を摘出し
た方  

笛式  
5,000 円 

気管カニュー
レ付の場合、限
度額の 3,000
円増しとする 

電
動
式  

顎下部等にあてた
電動版を駆動さ
せ、経皮的に音源
を口腔内に導き構
音化するもの  

5 年  
電動式  
70,100 円 

価格は、電池
又は充電器
を含む  

点字図書  
点字により作成され
た図書  

－  
主に情 報の 入手
を点字 によ って
いる視覚障害者  

年間 
6 タイトル 
又は 24 巻 

事前登録が
必要  

点字新聞  
点字により作成され
た週刊新聞  

－  
1、2 級の  
視覚障害者  

20,000 円 
事前登録が
必要  

  



排泄管理支援用具  

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

蓄便袋  

低刺激性の粘着剤を使用
した密閉型又は下部開放
型の収納袋とする。ラテ
ックス製又はプラスチッ
クフィルム製 

－  
ぼ う こ う 又 は 直
腸機能障害者 (児 )  
下記※２参照  

8,858 円  

・価格は、1
ヶ月あたり
の皮膚保護
剤及び袋を
体に密着さ
せるものを
含む月額で
あること  
・1 回の申
請につき、
最大 12 か
月分まで申
請可  

蓄尿袋  

低刺激性の粘着剤を使
用した密閉型の収尿袋
で尿処理用のキャップ
付とする。ラテックス製
又はプラスチックフィ
ルム製  

－  
ぼ う こ う 又 は 直
腸機能障害者 (児 )  
下記※２参照  

11,639 円 

収尿器  

【男性用】  
 
採 尿 器 と 蓄 尿 袋 で 構
成し、尿の逆流装置を
つけるものとする  
A 普通型  
B 簡易型  

1 年  
肢体 1、2 級又は  
準ずる方  

A 
7,700 円  

 
B 

5,700 円  

 
【女性用】  
 
A 普通型  
耐 久 性 ゴ ム 製 採 尿 袋
を有するもの  
B 簡易型  
ポ リ エ チ レ ン 製 の 採
尿導尿ゴム管付  

1 年  
肢体 1、2 級又は  
準ずる方  

A  
8,500 円  

 
B 

5,900 円 

紙おむつ  
ス ト マ 用 装 具 に 代 え
て 特 例 と し て 支 給 す
るもの  

－  下記※１参照  12,000 円 
下 記 ※ ２
を参照  

 

※1 ・  ３歳以上で、治療による軽快の見込みの無いストマ周辺の著しい皮膚のびらん、

 ストマの変形のためストマ用具を装着できない者並びに先天性疾患 (先天性鎖

 肛を除く )に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は排便機能障害

 のある方で、紙おむつ等の用具類を必要とする方｡  

・概ね３歳未満に発現した脳性まひ等の非進行性の脳原性運動機能障害により、

 排尿もしくは排便の意思表示や自力でトイレに行くことが困難で、かつ、介助に

 よる定時排泄ができず、紙おむつ等の用具類を必要とする方 ｡  

・小児慢性特定疾病医療受給者証（18 歳未満。但し、継続申請時は 20 歳未満

が対象者）、又は、特定疾患医療受給者証 (18 歳未満が対象者 )及び１．２級の

身体障害者手帳の交付を受けている方で、遺伝子疾患により、排尿もしくは排

便の意思表示や自力でトイレに行くことが困難で、かつ、介助による定時排泄が

できず、紙おむつ等の用具類を必要とする方｡      

※２  ・１回の申請につき、最大 12 か月分まで申請可。  

・給付対象品目に、洗腸用具、さらし・ガーゼ・脱脂綿等の衛生用品を含む。  

・小児慢性特定疾病医療受給者証  

・特定疾患医療受給者証  

 ※初回のみ医師の意見書が必要。  



住宅改修費 （※原則として介護保険制度が優先されます）  

種目  性能  
耐用

年数  
対象者  限度額  備考  

居宅生活動作  
補助用具  

(学齢児以上 )  

障害者の移動等を円
滑にする用具で、設置
に小規模な住宅改修
を伴うもの  
 
①手すりの取付け  
②段差の解消  
③引き戸等への扉の  
取替え  

④洋式便器等への便
器の取替え  

⑤滑り防止及び移動  
の円滑化等のための
床又は通路面の床材
の変更  

⑥その他前各号の住
宅改修に付帯して必
要となる住宅改修  

1 回
限り  

・下肢、体幹機能

障害又は乳児期以

前の非進行性の脳

病変による運動機

能障害 (移動機能

障害に限る）を有

する学齢児以上の

身体障害者 (児 )で

あって障害程度等

級 3 級以上の方  

 

・ただし、特殊便

器への取替えにつ

いては、上肢障害

2 級以上の方                                                 

今後購入・

改修予定の

左記の居宅

生活補助用

具の購入費

及び改修工

事費  
  
200,000

円 

住宅改修は給

付対象者が現

に居住する住

宅について行

われるもの(借

家の場合は家

主の承諾を必

要とする)であ

り、かつ身体

の状況、住宅

の状況等を勘

案して必要と

認める場合に

給付  

 

  



費  用  

(5) 小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付 
 

 

小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受け、在宅療養をしている児童

に対し、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。  

 

 

  

①  小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受け、医

療受給者証の交付を受けた者  

②  他の施策により用具の給付、貸与等を受けることが

できない者  

③  在宅で療養している者  

④  次の表の「対象者」の状態にある者  

 

障害福祉課  

 
 

 

 

・小児慢性特定疾病医療受給者証の写し  

・扶養義務者の所得税額のわかる証明書等  

・種目の見積書  

・種目のカタログ（又は写し）  

・医師の意見書が必要な場合もあります  

 
 

 
扶養義務者の前年の所得税額に応じて費用負担があり
ます。  

 

種   目  対象者  性     能  

便  器  
(4,900 円 ) 

常時介助を要する者  
小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得る
もの（手すりをつけることができる）  

特殊マット  
(21,560 円 ) 

寝たきりの状態にある者 
褥そうの防止又は失禁等による汚染又は損
耗を防止できる機能を有するもの  

特殊便器  
(166,320 円 ) 

上肢機能に障害がある者  
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うも
のを除く  

特殊寝台  
(169,400 円 ) 

寝たきりの状態にある者 
腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則と
して使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別
に調整できる機能を有するもの  

対象者  

窓  口  

手続きに必要なもの  



種   目  対象者  性     能  

歩行支援用具  
(66,000 円 ) 

下肢が不自由な者  

おおむね次のような性能を有する手すり、
スロープ、歩行器等であること  

 
ア .小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十
分踏まえたものであって、必要な強度と安定性
を有するもの 

イ.転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の
補助、段差解消等の用具となるもの 

入浴補助用具  
(99,000 円 ) 

入浴に介助を要する者  
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水
等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は
介助者が容易に使用し得るもの  

特殊尿器  
(73,700 円 ) 

自力で排尿できない者  
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特
定疾病児童又は介助者が容易に使用し得る
もの  

体位変換器  
(16,500 円 ) 

寝たきりの状態にある者 
介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を交
換させるのに容易に使用し得るもの  

車いす  
(77,440 円 ) 

下肢が不自由な者  
小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏
まえたものであって、必要な強度と安定性
を有するもの  

頭部保護帽  
(13,380 円 ) 

発作等により頻繁に転倒
する者  

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの  

電気式  
たん吸引器  

(62,040 円 ) 

呼吸器機能に障害がある
者 

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に
使用し得るもの  

クールベスト  
(22,000 円 ) 

体温調節が著しく難しい
者 

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの  

紫外線カット
クリーム  

(41,580 円 ) 

紫外線に対する防御機能
が著しく欠けて、がんや
神経障害を起こすことが
ある者  

紫外線をカットできるもの  

ネブライザー  
（吸入器）  

(39,600 円 ) 

呼吸器機能に障害のある
者 

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に
使用し得るもの  

パルスオキシ
メーター  

(173,250 円 ) 

人工呼吸器の装置が必要
な者  

呼吸状態を継続的にモニタリングすること
が可能な機能を有し、介護者等が容易に使
用し得るもの  

ストマ装具  
（蓄便袋）  

（113,520 円） 
人工肛門を造設した者  

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に
使用し得るもの  

ストマ装具  
（蓄尿袋）  

（149,160 円） 
人工膀胱を造設した者  

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に
使用し得るもの  

人工鼻  
（128,700 円） 

人工呼吸器の装着又は気
管切開が必要  

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に
使用し得るもの  

 


